
平成 15 年 11 月 28 日

各 位

株式会社 りそなホールディングス           

株式会社 埼 玉 り そ な 銀 行           

株式会社 近 畿 大 阪 銀 行           

株式会社 奈 良 銀 行           

「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」の進捗状況（平成 15 年 4 月～9 月）について

　りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 利根 忠博）、近畿大阪銀行（社長 水田 廣行）お

よび奈良銀行（社長 野村 正雄）は、本年 8 月に策定した「リレーションシップバンキングの機能強

化計画」の進捗状況（平成 15 年 4 月～9 月）を、別添にて公表させていただきます。

平成 15 年度上半期におきましては、中小企業金融再生に向けた取組みとして、各社で、企業再生

に向けた支援組織を新設するなど、計画推進の基盤となる推進体制を整備いたしました。

  また、平成 15 年度中間決算において、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財

務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質構築に取組んでおります。

  こうした取組みにより、計画は当初スケジュール通り進捗しております。

  今後も、平成 15 年度上半期に整備した推進体制及び「財務改革」をベースに、機能強化計

画に織り込んだ具体的施策を早期に実行し、リレーションシップバンキング機能を更に強化し

ていくことで、地域の皆さまとともに発展し、創造性に富んだ真の金融サービス企業を目指し

てまいります。

以 上



株式会社 埼玉りそな銀行

全体的な進捗状況及びそれに対する評価

当社は、本年３月の営業開始以来、埼玉県の地元銀行として「埼玉県の皆様に信頼され、

地元埼玉とともに発展する銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した営業姿勢をこれまで

以上に強化するとともに、収益力強化と健全性確保を両立し、国内トップレベルの質の高

い「金融サービス会社」となることを目ざし、営業活動を展開しております。本計画は、

こうした経営理念の実現に極めて重要なものとして積極的に取組んでまいりました。

平成 15 年度上半期(平成 15 年 4 月～9 月)におきましては、創業・新事業支援機能強化の

ため本部に「新事業支援室」を新設したのを始め、お取引先企業に対する経営相談・支援

機能強化に向けた政策金融機関等との連携強化、早期事業再生に向けたファンドの組成、

当社独自の「目利き研修」プログラム創設など、計画推進の基盤となる推進体制を整備し

ております。

また、15 年９月中間決算において りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等によ

る「財務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質構築に取組んでお

ります。

こうした取組みにより、計画は当初スケジュールどおり進捗しております。

今後も、上半期に整備した推進体制及び「財務改革」をベースとして、機能強化計画に織

り込んだ具体的取組み施策を早期に実行し、リレーションシップバンキング機能をさらに

強化し、経営方針である「地域との共存共栄」を目指してまいります。

【機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年４月～９月）】

１．創業・新事業支援機能等の強化

(1)「新事業支援室」の新設

本部に「新事業支援室」を新設、専門の担当者を配置する等、お取引企業の創業・新

事業に関わる相談・支援機能を強化いたしました。融資部署との連携により新事業に

対する融資を取扱うなど具体的な成果も挙がっております。

(2)当社独自の「目利き研修」の創設

「目利き研修」（全５日間）を独自に創設、先般「創業・ベンチャー企業を取り巻く環

境」をテーマとして国・埼玉県幹部及び企業創業者の方々を講師に招聘し、第１回研

修を開催（11 月）するなど人材の育成を図りました。

(3)日本政策投資銀行、国民生活金融公庫との連携強化

ベンチャー企業に関する業務、事業再生等について、政策金融機関と情報交換や業務

協力協定等を締結し、連携をさらに強化いたしました。



(4)「彩の国りそなベンチャーファンド」によるベンチャー支援

当社営業開始以降、３社への投資を実施（累計 10 社）しており、これまでの支援先の

うち１社が東京証券取引所マザーズへ上場する見込（11 月）です。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

(1)「経営支援室」の設置

本部に企業再生のための専担部署として「経営支援室」を設置（10 月）することを機

関決定、設立準備を行い、経営改善支援体制を強化いたしました。

(2)当社独自の「中小企業支援スキル向上研修」の創設

「中小企業支援スキル向上研修」（全２日間）を独自に創設いたしました（下期に開講）。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

(1)地域限定企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファンド」の組成

国内初の地域限定企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファンド」を組成、再生企

業の検討を行うとともに、県内金融機関等へ当ファンドの活用を要請いたしました。

(2) 中小企業再生支援協議会への人材派遣

埼玉県中小企業再生支援協議会の支援責任者に当社ＯＢ、事務局長に出向者を派遣

し、積極的に協力するとともに、その機能を活用いたしました。

(3)当社独自の「企業再生支援人材育成研修」の創設

「企業再生支援人材育成研修」（全５日間）を独自に創設いたしました。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

(1)担保・第三者保証人に依存しない既存融資商品の改善

担保・第三者保証人に依存しない既存融資商品について、融資対象先を拡大するなど

の改善を実施いたしました。

(2)埼玉県のマーケット特性を踏まえた新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの構築、新融資商品の開発

埼玉県のマーケット特性を踏まえ、現行のｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを一部見直すとともに、新ｽｺｱﾘ

ﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを構築し、担保・保証人不要の新融資商品の検討を行いました。新融資商品「保

証革命」「埼玉倶楽部」の取扱を 11 月 25 日より開始しております。



５．お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

(1)説明体制の整備

融資の約定書等の照会窓口として専門担当者を配置し、お客さまへの説明体制を整備

いたしました。

６．資産査定、信用リスク管理の厳格化

(1)自己査定精度の向上、担保評価方法の改定

 ﾃﾞｭｰﾃﾞｨﾘｼﾞｪﾝｽ（資産再査定）結果等を踏まえ、自己査定規定等を改定し、査定精度

の向上を図りました。

不動産鑑定評価に係る担保掛け目の見直し（厳格化）を実施いたしました。

７．地域貢献に関する情報開示

(1)ミニディスクロージャー誌の発刊検討

「地域貢献に関する情報」を盛り込んだミニディスクロージャー誌の発刊を検討いた

しました（12 月発刊予定）。

以  上



 

機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］

１．１５年４月から９月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

・

・

これらの取組みにより、全体として当初計画どおり進捗しているものと考えております。

・今後も、上期に整備した推進体制及び財務改革をベースとして、計画に織り込んだ具体的取組み施策を早期に実行してまいります。

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ①審査所管部署と企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
「新事業支援室」及び外部提携先と
の連携等による創業・新規事業関連
情報・個別企業動向等の取込、審査
への活用。（随時）
②起業・新規事業・研究開発等に係
わる県制度融資等の斡旋による資金
面での支援。（随時）
③審査担当者の「目利き研修」参加
等による創業・新事業に関わる審査
能力の一層の向上。

①審査所管部署、企業調査ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ、「新事業支援室」等の
連携、審査への活用。
②審査業務における県制度融
資等の斡旋。
③審査担当者等の「目利き研
修」への参加（15年度下期
～）。

・同左。 ①審査所管部署と新設した｢新事業支援室｣の連
  携により、新規事業に対する融資案件採択
  ・企業調査グループが保有する業界動向調査情
    報(約60業種)を審査に活用
②制度融資等の斡旋は対象となる案件なし
③「目利き研修」へ審査役10名参加予定
   (11月開催)

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材
の育成を目的とした研修の実施

①「目利き研修」を独自に創設し、
支店長、融資・渉外担当者等を対象
として実施。

①「目利き研修」の創設、実
施（15年度下期～）。

・同左。 ①当社独自の「目利き研修」プログラム策定
   (９月)
  ・対象者：支店長クラス（初回のみ役員、本部部
   長含む）
  ・対象人数：初回140名、2回目以降約50名
  ・第1回開催日11月13日（全5日間）
①通信講座の受講推奨「創業・新事業支援<目利
   き> 講座」

当社は、平成15年３月の営業開始以来、埼玉県の地元銀行として「埼玉県の皆様に信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した営業姿勢を
これまで以上に強化するとともに、収益力強化と健全性確保を両立し、国内トップレベルの質の高い「金融サービス業へ進化」することを目ざし、営業活動を展開しておりま
す。「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の各項目は、こうした経営理念の実現に極めて重要なものとして積極的に取組んでまいりました。

平成15年度上半期においては、創業・新事業支援機能強化のため本部に「新事業支援室」を新設したのを始め、経営相談・支援機能強化に向けた政策金融機関等との連携強
化、早期事業再生に向けた地域版再生ファンドの組成、当社独自の「目利き研修」プログラムの創設など計画推進の基盤となる推進体制の整備を進めております。また、15年
９月中間決算にてりそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質強化に取組んでおります。

項　　　　　目 スケジュール

1 （埼玉りそな銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政
策投資銀行との連携。「産業クラスターサポート会
議」への参画

①日本政策投資銀行、国民生活金融
公庫等の政策金融機関、中小企業支
援諸団体等との定例的な情報交換の
実施。
②「産業クラスターサポート金融会
議」及び埼玉県内における産業クラ
スター計画に対応する地域会合等へ
の参加。
③中小企業の技術評価における埼玉
県内大学との連携強化。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換
に関する覚書」締結、連携強
化。
②「産業クラスターサポート
金融会議」及び地域の会合等
への参加。
③技術評価における埼玉県内
大学との連携強化。

①同左。
②同左。
③技術評価の具体的な活用方
法の策定、実施。

①日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等
   に関する連携を協議(10月「業務協力協定」 締
   結)
 ・国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する
   覚書」締結(8月)、相互の連携開始
②「産業クラスターサポート金融会議」へ幹事とし
   て参画、情報交換及び営業店宛情報還元(６月)
 ・入間市の「入間地域産学官ネットワーク事業」
   『元気な人間ものづくりネットワーク』のアドバイ
   ザー受任(９月)
③「目利き人材ネットワークを活用した技術移転
   促進啓発事業研究会」(※)等を通じ、県内大学
   地域共同研究センターと中小企業の技術評価
   等について協議開始(９月)

  

                                    
※目利き人材ﾈｯﾄﾜｰｸを
活用した大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ
企業創出･育成に係る支
援についての調査･検討
を実施する研究会(当社,
県内大学等が参加)

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資
銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情
報共有、協調投融資等連携強化

①政府系金融機関等との情報交換に
よる、ベンチャー企業育成等に係わ
る連携強化。
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」の積
極的な活用。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換
に関する覚書」締結・連携強
化、定期的（２ヶ月に１回）
な情報交換の実施。
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝ
ﾄﾞ」の積極的な活用。

・同左。 ①日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等
   に関する連携を協議(10月「業務協力協定」締
   結、情報交換開始）
 ・国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する
   覚書」締結(8月)、融資取次開始(実績4件)、情
   報交換を適宜実施(開催実績4回)
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」を積極的に活用、
   当社営業開始以降、3社への投資を実施(累計
   10社)。同ファンドの投資先のうち1社は東京証
   券取引所ﾏｻﾞｰｽﾞへ上場見込(11月予定)

（５）中小企業支援センターの活用 ①地域の中小企業支援センターに対
し、情報交換を行うため半期に１回
の定例的な訪問を実施。
②各地域に「ビジネスサポートセン
ター」を設置し、中小企業向けス
ピード審査型融資商品等を提供。

①「新事業支援室」による中
小企業支援センターとの定例
的な情報交換の実施。
②「ビジネスサポートセン
ター」の設置（15年下期
～）。

・同左。 ①「新事業支援室」と埼玉県中小企業支援セン
    ターとの情報交換及び営業店宛情報の還元
    (７、９月）
  ・地域中小企業支援センター（熊谷、浦和商工会
    議所）との情報交換を実施(７、９月)
②中小企業等を対象とする「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ推進ｾﾝ
    ﾀｰ」の設置検討(11月より3ヶ店にて試行開始)

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供す
る仕組みの整備

・現行の情報提供の仕組みをベース
とし、一層の情報提供力強化に向け
以下の強化策を展開。
①経験豊富な人材の採用による「法
人プラザ」のマンパワー強化。
②「法人プラザ」の利用促進に向け
た顧客向け情宣ツール（パンフレッ
ト等）の作成、配布。
③社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに「法人プラザ」専用
アイコン設置、ホームページへの掲
載。
④公的支援制度のデータベース化、
営業店向け研修会の実施。

①「法人プラザ」に人材採
用・配置。
②顧客向けパンフレット等を
作成、配布。
③「法人プラザ」専用アイコ
ン設置、ホームページへの掲
載。
④公的支援制度の営業店向け
研修会の実施（15年下期
～）。

・同左。
・15年度実績検証、営業店の
要望等を踏まえ、方針、施策
の見直しを実施。

①「埼玉りそな法人プラザ」要員採用・配置
   （２名）、９月より顧客訪問開始(約30先）
②「埼玉りそな法人プラザ」に関する顧客向けパン
   フレット作成、配布(３月～)
③「埼玉りそな法人プラザ」専用アイコン設置、
   ホームページへ掲載(６月)

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新
規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表 （別紙参照）

項　　　　　目 スケジュール

2 （埼玉りそな銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の
実施

①「中小企業支援スキル向上研修」
を独自に創設、実施。

①「中小企業支援スキル向上
研修」を創設、実施（15年下
期～）。

・同左。 ①当社独自の「中小企業支援スキル向上研修」カ
   リキュラム策定 (９月)
   ・対象者：融資・取引先担当役席者級、約100名
   ・開催：平成16年２月
①通信講座の受講推奨「中小企業経営改善プロ
    グラム講座」

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」
等への協力

①「マネジメントスクール」の積極
的推進、研修プログラム内容の見直
し。
②りそな総合研究所、（財）埼玉り
そな産業協力財団、りそな中小企業
振興財団主催の経営者、管理者向け
セミナー開催支援、セミナ ー内容の
見直しを適宜実施。

①「マネジメントスクール」
の受講推進、研修内容見直
し。
②りそな総合研究所、（財）
埼玉りそな産業協力財団、り
そな中小企業振興財団主催の
経営者セミナーの開催支援、
内容の見直しの実施。

・同左。 ①「マネジメントスクール」の受講推奨（応募人数
   19名）
②（財）埼玉りそな産業協力財団、りそな中小企業
   振興財団主催の経営者セミナーの受講推奨（応
   募人数46名）

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組
み。「早期事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた
事業再生への早期着手

①個社別再建計画の策定支援、進捗
管理の徹底。
②本部専担部署による、現場実査、
経営者面談、計画内容協議等への積
極的関与。
③監査法人等の外部コンサルティン
グ機能、プリパッケージ型事業再生
等の活用検討。
④企業再生ファンドの創設、事業再
生支援。
⑤中小企業再生支援協議会の再生支
援機能を活用。

・同左。
・個社別の実態に即した再生
ｽｷｰﾑ、機能の活用による早
期事業の再生。

・同左。 ①個社別再建計画の策定・修正支援を実施（2社
  の修正計画完成）
②営業店臨店指導（累計8ヶ店）、協議会開催
  （累計23ヶ店）、現場実査(2社)を実施
③監査法人ｺﾝｻﾙ導入2社、再生ﾌｧﾝﾄﾞによる再生
   ｽｷｰﾑ策定3社
④「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」の組成(７月)
⑤中小企業再生支援協議会への案件持込み2社

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンド
の組成の取組み

①埼玉県の中小企業を対象とした本
邦初の地域限定企業再生ファンド
「埼玉企業リバイバルファンド」の
組成。
②当ファンドへの県内他金融機関等
への出資要請、地域再生ファンドへ
の拡充。

①外部企業との共同による地
域限定ファンドの組成（15年
度上期）と活用。
②他金融機関等への出資要
請、ファンドの拡充。

・同左。 ①「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」を組成（７月）、7社の
   売却価格ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘを実施し再生ｽｷｰﾑを検討
②県内他金融機関等へ出資要請実施

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナン
ス等の活用

①法的整理等の申立案件に応じて、
デット・エクイティ・スワップ、Ｄ
ＩＰファイナンス等の活用を検討。
②特に、ＤＩＰファイナンスについ
ては、埼玉県信用保証協会の「事業
再生保証制度」（法的な再建手続を
行う中小企業への融資への保証制
度）等の活用を検討。

・同左。
・法的整理等の申立案件に応
じて活用を検討。

・同左。 ①再生ﾌｧﾝﾄﾞとの協議等により、DES、DIPのｽｷｰﾑ
   活用を検討
②上期、民事再生法等の法的整理申立企業
   (6先、うち5社非上場)について、ｽｷｰﾑの活用を
   検討したが要件に合致する案件は無い

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信
託機能の活用

①企業再生ファンド、産業再生機構
等の機能とともに、有効な手段の一
つとして個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

・同左。 ①RCC信託機能を活用した再生対象案件あり、
  継続検討中

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（５）産業再生機構の活用 ①企業再生ファンド、ＲＣＣ信託機
能等とともに、有効な手段の一つと
して個社別状況・ニーズを見極めつ
つ活用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

・同左。 ①当社ﾒｲﾝの製造業に対して産業再生機構の活
  用を検討中

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の
活用

①当社が中小企業再生に関わる経営
改善助言等の経営相談を実施する中
で、再生支援協議会の機能を積極的
に活用。
②当行独自の企業再生ファンド「埼
玉企業リバイバルファンド」のコン
サルタントとして招聘、機能活用。

①再生支援協議会の機能紹
介・利用促進。
②「埼玉企業リバイバルファ
ンド」のコンサルタントとし
て招聘、機能活用。

・同左。 ①中小企業再生支援協議会の支援責任者に当社
    ＯＢ、事務局長に出向者を派遣し全面的に協力
  ・協議会設立と同時に情報交換を実施し、7月中
    に2社案件を持ち込み検討開始
②「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」との情報交換、連携
   を随時実施(毎月2～3回実施)

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウン
ド・スペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

①「企業再生支援人材育成研修」を
独自に創設、実施。

①具体的な研修内容、講師の
選定等の検討、実施（15年度
下期～）。

①平成１６年度下期までの集
中改善期間内において、半期
に１回実施。

①当社独自の「企業再生支援人材育成研修」カリ
   キュラム策定(９月)
  ・対象者：本部審査担当者及び支店専任者(約20
   名程度)
  ・第1回開催10月（全5日間）
①通信講座の受講推奨「事業再生講座」

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。
第三者保証の利用のあり方

①無担保、第三者保証人に依存しな
い既存融資商品について、融資対象
先の拡大、適用金利の運営（信用リ
スクに応じた金利設定）、審査プロ
セスの弾力化等の改善を実施。
②地域特性を踏まえた新スコアリン
グモデルの導入、既存融資商品の改
定、新融資商品の開発。
③住宅ローンを返済原資（無担保）
とした建設業者向け住宅建築つなぎ
資金「住宅建築サポート保証」等の
開発。

①既存融資商品の改善。
②新スコアリングモデルの導
入、既存融資商品の改定、新
融資商品の開発。
③「住宅建築サポート保証」
の取扱。

・同左。 ①一定の条件を満たす企業については、金利条
   件、審査プロセスの弾力化を図るファンドの
   取扱実施（「けやきファンド」「さくら草ファン
ド」)
 ・無担保、第三者保証人に依存しない既存融資商
   品について、融資対象先の拡大（業種拡大）、適
   用金利の運営（信用リスクに応じた金利設定）、
   審査プロセスの弾力化等の改善を実施(９月）
②新スコアリングモデルを活用した新融資商品
  「保証革命」「埼玉倶楽部」の導入を検討（11月
  取扱開始）
③「住宅建築サポート保証」(無担保)の取扱開始
   (７月)

（３）証券化等の取組み ①地域自治体の証券化ニーズ調査。
②既存ノウハウを活かし地元中小企
業向け貸出債権を対象とした証券化
プログラム（ＣＬＯ，ＣＢＯ等）を
構築。

①地域自治体等の証券化ニー
ズ調査。
②具体的な証券化プログラム
の策定。

②参加企業の募集開始、融資
実行、信託設定（証券化実
施）。

①地方自治体等の証券化ニーズヒアリング実施、
   他の自治体の動向・スキーム等につき情報交
   換（６、７月）

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対す
る融資プログラムの整備

①「（ＴＫＣ）サポートアカウン
ト」の商品内容の改定、販売チャネ
ルの拡充。
②埼玉県内税理士等との新融資プロ
グラムの検討。

①「（ＴＫＣ）サポートアカ
ウント」の商品内容の改善。

①「（ＴＫＣ）サポートアカ
ウント」の販売チャネルの拡
充。
②埼玉県内税理士等との新融
資プログラムの検討。

①税理士会及びＴＫＣとの協議実施（９月）、商品
   内容につき検討中(12月改定予定)

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその
活用

①埼玉県のマーケット特性を踏まえ
た新スコアリングモデルの構築、既
存商品への活用。
②新スコアリングモデルを活用した
新融資商品の開発。
③スコアリングモデルの運用結果の
検証、改定。

①埼玉県のマーケット特性を
踏まえた新スコアリングモデ
ルの構築、既存商品への活
用。

②新スコアリングモデルを活
用した新融資商品の開発。
③スコアリングモデルの運用
結果の検証、改定。

①埼玉県のマーケットに合わせ、現行スコアリング
   モデルの一部見直しを実施（９月）
②新スコアリングモデル構築（９月）

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契
約の内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整
備

①「銀行取引約定書のご案内」によ
る顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変更時等
における営業店向け説明会等の実
施、職員への周知徹底。
③顧客より照会事項の多い項目に関
するＱ＆Ａの作成、職員へ徹底。
④研修会での事務ガイドラインの趣
旨徹底。

①「銀行取引約定書のご案
内」による顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変
更時等における営業店向け説
明会の実施。
③顧客より照会事項の多い項
目に関するＱ＆Ａの作成、職
員へ徹底。
④研修会での事務ガイドライ
ンの趣旨徹底。

・同左。 ①「銀行取引約定書のご案内」を作成(３月)、取引
    開始時に内容の趣旨説明と顧客交付を周知徹
    底済
②融資関連の約定書、契約書等の内容変更につ
   いて、営業店へ周知徹底済(３月)
③約定書・契約書等の照会窓口として専門担当者
   を１名配置(８月)

（３）相談・苦情処理体制の強化 ①地域金融円滑化会議の活用、埼玉
県銀行協会との連携強化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等における職
員研修の実施。
③社内イントラネットによる事例還
元。
④本部による営業店指導。

①地域円滑化会議への参画、
情報の関係各部宛還元・共有
化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等にお
ける職員研修の実施。
③社内イントラネットによる
事例還元。
④苦情発生店へ個別指導の実
施。

・同左。 ①地域金融円滑化会議に参加（６、９月）、会議内
   容等を関係部署に還元
②営業店担当者への個別研修において、基本応
   対及び事例に基づく対応研修を実施
   (６，７，９月)
③「苦情事例ﾆｭｰｽ」(月例)にて営業店宛に15事例
   の還元と9件の注意喚起実施
④5支店１ｾﾝﾀｰに個別指導を実施
                                                                                 
・営業店における苦情処理状況のチェック体制強
  化のため、苦情記録をシステム記録に一本化。

６．進捗状況の公表 ・各項目毎に進捗状況を取り纏め、
りそなホールディングスと連携の上
公表。

・15年度下期より公表。 ・同左。 ・公表に向け、各項目毎の進捗状況のフォロー・取
  り纏めを実施

項　　　　　目 スケジュール
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【以下任意】

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ①自己査定研修会の実施、査定事例
の還元等、自己査定精度の向上に向
けた運用面を強化。
②抽出基準等自己査定体制の見直し
を実施。
③予想損失率算定方法の高度化の実
施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。
②抽出基準等の見直しの実
施。
③予想損失率算定方法の見直
しの実施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。

①自己査定研修会及び査定修正事例の還元を実
   施(７月)
②当社規模・ポートフォリオを踏まえた抽出基準の
   見直しを実施(７月)
③予想損失率算定方法の見直しを実施(９月)

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評
価精度に係る厳正な検証

①処分データの収集項目の新設。
②担保評価方法の改定。
③処分データ収集システムの構築。

①処分データの定例的収集
（毎月）、検証の実施。
②乖離の大きいものについて
は、鑑定評価書の依頼方法、
担保掛目の見直し等を実施。
③処分データ収集システムの
構築。

・同左。 ①処分価格の合理性検証に向け、ﾃﾞｰﾀ収集項目
   として乖離理由や賃貸状況等の項目を新設
   (７月)
 ・毎月ｼｽﾃﾑにより定例的に処分ﾃﾞｰﾀの収集を開
   始し、検証を実施(８月)
②15年度上期自己査定から鑑定評価に係わる担
   保掛目の見直しを実施、また鑑定評価書の担
   保評価時点を厳正化
③処分ﾃﾞｰﾀをｼｽﾃﾑで吸い上げる仕組を構築
   (８月)

 

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的
な内部格付制度の構築、金利設定のための内部基準の
整備等

①地域別特性を踏まえた店別の貸出
金利ガイドラインの設定。
②埼玉県内の信用データに基づく独
自のスコアリングモデルの構築。
③信用リスクの比較的高い顧客層に
対する融資商品の開発。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ガイドライ
ンの設定。
②新スコアリングモデルの構
築。
③新スコアリングモデルによ
る新融資商品の開発。

・同左。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ガイドラインを設定（４月）
②埼玉県のマーケット特性を踏まえた新スコアリン
   グモデルを開発（10月検証終了）
③新スコアリングモデルによる新融資商品「保証
  革命」「埼玉倶楽部」の開発着手（11月取扱開
  始）

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディ
スクロージャーを含む）のための体制整備等

①現行の体制を維持するとともに、
毎期の決算に基づく「東京証券取引
所 会社情報の適時開示基準金額」確
定時や、適時開示規則その他法令の
改定時には、速やかに銀行内で周知
徹底し、適時適切に対応する体制を
整備。

①適時開示規則その他法令の
遵守について周知徹底。

・同左。 ①株式公開銀行と同様の開示体制を維持するとと
   もに開示規則等の遵守を徹底するため、社内
   ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ上に「適時開示等に関するﾙｰﾙ」を掲
   載するなどの体制を整備

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ①15年度上期中に具体的開示項目、
方法等について検討、15年度下期以
降、「地域貢献に関する情報」とし
て開示。
②地域の反応等の検証、開示項目等
への反映。

①具体的開示項目、方法の検
討、「地域貢献に関する情
報」開示の実施。

②15年度下期開示の地域の反
応等の検証、開示項目等への
反映及び15年度決算に基づく
情報開示の実施。

①「地域貢献に関する情報」を盛り込んだミニディ
   スクロージャー誌を発刊予定（12月）
・併せて、報道機関宛資料配布するとともに、ホー
  ムページに掲載予定(12月)

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

項　　　　　目 スケジュール

6 （埼玉りそな銀行）



（別  紙）
Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備を
  一層強化し、経営改善支援取組み先としてﾘｽﾄｱｯﾌﾟした債権の健全化
  を図る

１５年度
・本部機能強化や本支店一体での支援・管理徹底に向けた体制整備、
  経営相談・支援及び企業再生に係る人材・機能の強化を図り、自己査
  定にて実施効果を検証し実績を公表

１６年度
・15年度における実施効果を踏まえ、体制面、人材・機能面の強化を継
  続し、自己査定における効果検証、実績公表
※17年度以降も、継続的に債権健全化施策の定着状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞする

(1)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
   ① 当社が有するｺﾝｻﾙ機能・情報提供機能等の活用により、経営再
      建計画の策定、財務管理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却、事
      業再構築、組織再編、Ｍ＆Ａ等の助言・指導を実施
                                                                                                                 
（2）早期事業再生に向けた積極的取組み
   ① ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生及び私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用等による中
      小企業の過剰債務構造の解消
   ② 企業再生ファンドの組成と活用
   ③ ＤＥＳ・ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽ、ＲＣＣ信託機能、産業再生機構の活用
   ④ 埼玉県中小企業再生支援協議会の機能活用  等

進捗状況（１５年４月～９月）

（１）経営改善支援に関
する体制整備の状況（経
営改善支援の担当部署を
含む）

①融資所管部による経営改善支援への取組み体制
・信用格付制度に基づき、債務者毎の信用ﾘｽｸ評価を徹底し、適切な
  格付の見直しにより、問題先等の早期発見、早期対応を実施
・地域・現場に密着した審査体制として店別審査体制の定着化を図りつ
  つ、個社別財務内容や経営計画の問題点を把握し、経営改善指導等
  に係る営業店指導及び人材育成による企業再生能力の向上を図る
  体制を整備
・要注意先、要管理先のうち当社の主体的関与により再建支援を図る先
  を「重点管理先」に選定し、再建計画の策定・進捗管理を徹底
  
②経営支援室の設置
・融資第二部内に企業再生支援の専担部署として「経営支援室」の設置
  を機関決定。15年下期(10月)より経営改善支援を強化し、債務者区分
  の上位遷移を図る体制を構築

（２）経営改善支援の取
組み状況（注）

①取組み方針、取組み状況
・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備
  の一層の強化を図っている。一方、重点的に経営改善を支援する先
  を明確にし早期健全化に向けた方針を徹底
・要注意先債権等に対し、財務管理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却
  等の助言・指導を実施。また、経営改善指導の中で、監査法人ｺﾝｻﾙ
  等の導入、中小企業再生支援協議会への案件持込み、企業再生ﾌｧﾝ
  ﾄﾞの活用を実施
  
②支援先の状況
・経営者の経営改善に対する意識改革が図られるなど一定の効果が見
  受けられた。当社によるｺﾝｻﾙ機能にて、資産整理や借入金圧縮等財
  務ﾘｽﾄﾗによるﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄの改善を実現

③取組み上の課題等
・中長期的な観点から事業再生に長けた人材の育成が必要。外部ｺﾝｻ
  ﾙ機関等も活用し経営者の意識改革を図ると共に、継続的な経営改
  善指導・管理が必要

（埼玉りそな銀行）
（注）下記の項目を含む

具体的な取組み

スケジュール

備考（計画の詳細）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）



銀行名 埼玉りそな銀行

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった
先　γ

うちその他要注意先 1,171 41 11 25

うち要管理先 327 32 3 26

破綻懸念先 339 10 0 9

実質破綻先 377 0 0 0

破綻先 104 0 0 0

合　計 304,789 115 14 90

（注） ・正常先の債務者数には、個人事業主、個人ローン・住宅ローンのみの先を含め、みなし正常先を正常先として計上

・要注意先以下の債務者数、および経営改善支援取組み先には、個人事業主を含み、個人ローン・住宅ローンのみの先を含めない

・経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない

・βには、期初の要管理先であった先が期末にその他要注意先に上昇した場合は含め、リスケ、回収等で上昇した先は含めない

・γは、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数とし、期中完済先は含めない

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない

30

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先

α

期初債務者数

302,471 32



株式会社　近畿大阪銀行

全体的な進捗状況及びそれに対する評価

当社は、8 月 29 日に提出いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化

計画（以下、本計画）」の内容に沿い、中小企業金融の再生及び当社の健全性の確保

並びに収益性の向上に向けて、全社的な取組みをスタートさせました。その後、当社

は、本年度中間期の大幅な自己資本比率低下の結果、早期是正措置の対象となりまし

たが、同措置に対する経営改善計画にも本計画の内容を反映させており、当社自身の

再生ならびに信頼回復のためにも、リレーションシップバンキングの機能強化に対す

る取組みが重要であるとの認識の下、計画の実施に、より一層の強い決意を持って取

組んでおります。

15 年度上期においては、「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」への代表幹事

としての参加、大阪府が検討を進めている「元気出せ大阪ファンド」の検討部会への

参加等、外部機関との連携強化を進めるとともに、社内外における担当者の研修プロ

グラムの拡充等を通じ、お取引先企業に対する経営支援、再生支援のための機能向上

に向けた取組みを強化しました。また、15 年９月中間決算にて、りそなグループ一

体となった資産査定の厳格化等による「財務改革」を断行し、健全性確保と収益体質

強化に取組んでおります。

これらの取組みにより、全体として本計画は当初計画どおり進捗しているものと考え

ております。

今後も、上期の取組みをベースとして、計画に織込んだ具体的取組み施策を早期に実

行してまいります。

【機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年 4 月～9 月）】

(1)お取引先企業に対する支援機能の強化

お取引先企業に対する支援機能の強化と致しましては、りそなグループの持つ機

能や、先進的な外部金融機関との連携を通して、お取引先への積極的な提案活動

を実施いたしました。さらに、今後の一層の機能強化のためには、支援ツールの

強化とそれをお客様に提供する渉外担当者のレベルアップが不可欠であるとの観

点から、外部金融機関ほかとの連携強化や社内外の研修プログラムの増強を実施

いたしました。

これらの取組みにより、創業・新事業の支援、取引先に対する経営相談・支援機

能の面では、仕組みの整備はかなりの程度まで整ったものと考えております。下

期以降はその仕組みの活性化ならびにお取引先への提案能力の向上が重要である

と認識しており、渉外担当者を対象とした説明会や研修の場を増やすことにより、

取引先のニーズを把握し、ニーズを満たすご提案ができる体制を目指してまいり

ます。



(2)お取引先企業の再生に向けた取組み

お取引先企業の再生に向けては、再生ファンドを運営する外部機関からの情報収

集や、具体的な再生に向けての提案等を受け、対象となるお取引先にとって最適

な再生スキームの構築を検討してまいりました。

なお、10 月以降は、融資部門内に「企業再生ＰＴ」を設置し、再生対象先の選定

基準の作成や再生ファンドの活用・選定の検討を行う一方、要管理先以下の主要

な債務者を対象に再生活動取組み先の選定にかかるとともに、具体的なスキーム

の検討を開始しております。

企業再生の面に関しては、経営改善計画の実行の面からも、さらに態勢を強化し

てまいる方針であり、個々のお取引先とのコミュニケーションを十分に図りつつ、

外部金融機関やりそなグループの機能も活用しながら、最適な再生スキームの選

定とその実行を進めます。

(3)新しい中小企業金融への取組み

新しい中小企業金融への取組みの強化と致しましては、お取引先の信用リスクに

関するデータ蓄積を進め、スコアリングモデルを導入した法人向け無担保貸出「リ

テール４８(West)」の取扱いを開始したほか、キャッシュフローに基づくお取引

先の債務償還能力を判定する審査手法の検討に着手するなど、担保や保証に過度

に依存しない融資の促進に向けた諸施策を検討してまいりました。

(4)資産査定・信用リスク管理の厳格化、収益性の向上に向けた取組み

当社の健全性確保の観点からは、資産の自己査定に係るマニュアル等を見直し、

査定担当者への研修を実施するなど適切な自己査定の実施に向けた施策を実行す

ると共に、担保物件の処分実績に関するデータ整備を進め、過去の処分実績を評

価へ反映させるなど厳格な担保評価の実施に努めました。

また、収益性の向上等に向けた取組みと致しまして、信用格付の精緻化に向けた

研修等の諸施策を実施すると共に、営業店に対してお取引先毎の収益管理資料を

還元しつつ金利交渉におけるＱ＆Ａを示す等、信用コストに見合った適正なプラ

イシングを実現するための施策を実施いたしました。

健全性の確保や収益力の向上につきましては、適切な自己査定や償却引当の実施

に向けた規定・ルールの面、あるいは、信用コストを反映した適正なプライシン

グに向けての枠組み作り、といった土台の部分については一定の整備ができてい

るものと考えており、下期以降はその枠組みを実際の場面に適用させていく運用

力を高めていくための研修や、説明態勢を整備していく必要があると考えており

ます。

以　上



機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］

１．１５年４月から９月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審
査態勢の強化

・融資部に創業・新事業案件の審
査担当者を配置し、外部研修や外
部機関との連携を通じて審査ノウ
ハウを蓄積する。

・審査担当者の配置。
・ベンチャー企業やＩＰＯを支援す
る外部機関との情報交換やネット
ワークの強化

・社内研修による審査
ノウハウの共有化と普
及
・外部機関とのネット
ワーク強化

・投資銀行等の専門家との間で、新事業構築の手法に関す
る意見交換を継続実施。

・審査担当部門と渉
外担当部門との連絡
体制を整備し、全社
的な支援機能を強化
する。

（２）企業の将来性や技術力を的確
に評価できる人材の育成を目的とし
た研修の実施

・融資部担当者が地銀協「企業価
値研究講座」を受講(2名予定）
・営業推進部担当者が地銀協「企
業取引開発研究講座」を受講（4名
予定）
・社内集合研修を実施
・通信講座の受講を奨励

・地銀協研修
・通信講座の奨励（本部の融資関連
部門・法人担当渉外の社員を対象）

・地銀協研修
・通信講座の奨励（営
業店の融資・渉外担当
者を対象）
・社内集合研修

・地銀協主催の「企業価値研究講座」受講者（融資部より
2名）、「企業取引開発研究講座」受講者（営業統括部よ
り4名）を決定。

・地銀協研修ほかに
より、社内研修講師
を育成する。

（３）産学官とのネットワークの構
築・活用や日本政策投資銀行との連
携。「産業クラスターサポート金融
会議」への参画

・「産業クラスターサポート金融
会議｣より得た情報・案件等に当行
商品・サービスの活用を検討。
・近畿経済産業局の「技術開発補
助事業」対象先へのアプローチ継
続。
・大阪ＴＬＯとの情報交換を通し
て産官学との連携を図り、取引先
の課題解決を支援。

・「産業クラスターサポート金融会
議」より得た情報・案件等に当行商
品・サービスの活用を検討。
・近畿経済産業局の「技術開発補助
事業」対象先へのアプローチ継続。
・大阪ＴＬＯとの情報交換を通して
産学官の連携を図り、取引先の課題
解決を支援。
・日本政策投資銀行や大阪ＴＬＯの
機能について研修会やセミナーを開
催。

同左 ・第１回「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」に
代表幹事として参加。
・「技術開発補助事業」対象先への訪問実施（コーポレー
ト推進センター19社、ソリューションチーム15社）。
・「産業クラスターサポートローン」の制定。（10月取扱
開始）
・19社へ大阪ＴＬＯの活用を提案。（内2社が大阪ＴＬＯ
との面談実施）
・大阪ＴＬＯの機能と活用方法についてセミナーを開催。
（73名参加）
・大阪ＴＬＯ、日本政策投資銀行の機能と活用方法につい
て、渉外担当者対象の「短期トレーニー」において研修実
施。

（４）ベンチャー企業向け業務に係
る、日本政策投資銀行、中小企業金
融公庫、商工組合中央金庫等との情
報共有、協調投融資等連携強化

・日本政策投資銀行との連携を強
化し、同行の融資制度を活用す
る。
・「ベンチャービジネス融資｣を顧
客にＰＲし、積極的に活用する。
・大阪市｢ビジネスプラン鑑定団」
の資金支援ネットワークに参加。

・日本政策投資銀行の機能について
行内勉強会を実施。
・「ベンチャービジネス融資」の募
集実施
・「ビジネスプラン鑑定団」の認定
企業による投資家向けプレゼンテー
ションへ参加。

同左 ・日本政策投資銀行へ5社を紹介し、ベンチャー企業向け
融資制度の取組検討。
・「ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ融資」の募集（2回実施、申込み3社）。
・渉外社員向け研修等にて、各種創業・新事業支援機能の
研修会を実施（渉外次長：4回・78名、渉外担当者：15
回・89名）

項　　　　　目 スケジュール

・当社は、９月に公表いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の内容に沿い、全社的な取組みをスタートさせております。本年
９月までのところ、全体としましては当初の計画通り進捗しているものと考えております。
・しかしながら、本年度中間期決算における大幅赤字、自己資本比率の低下ならびに3,000億円の増資実施という事態を受け、当社自身の再生にも向け
て、この「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に対してより一層の強い決意をもって取組んでまいります。
・今期以降の課題といたしましては、①経営相談や支援に関する仕組み・諸機能の活性化、②個々のお取引先とのコミュニケーションを十分に図りつ
つ、従来の企業再生支援活動に加え、新たな企業再生のスキームを選定し、実行すること、③信用リスク管理や収益力向上に向けた枠組みを、実際の場
面に運用させる取組み、があげられるものと認識しております。

1 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（５）中小企業支援センターの活用 ・営業推進部中小企業サポートセ
ンタ―からＤＭ等を利用して各支
援センターの機能をＰＲする。
・行内において、研修等を通じて
各支援センターの機能を周知。

・同センターの活用法につき、支店
への通知、活用法についての研修を
実施。
・左記取組策の継続実施

同左 ・大阪府中小企業支援ｾﾝﾀｰとの意見交換を実施し、連携
について検討開始。
・ソリューションチームにより取引先企業へ同センターの
機能を紹介。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチ
ング情報を提供する仕組みの整備

・「ｅ－あきないＮＥＴ」の利用
対象先の増強を図る。
・「法人渉外トレーニー」研修
で、情報の活用法を強化。その他
渉外担当者向けの各種研修におい
て、各種機能の活用法を周知。

・｢法人渉外トレーニー｣実施
・「ｅ－あきないＮＥＴ」の活用状
況データの営業店向け還元
・ビジネスマッチングデータを本部
で一元管理し、営業店との情報共有
によりデータを活用する。

同左 ・「ｅ－あきないＮＥＴ」利用の会員向けにﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝの
発信開始。また、ビジネスマッチング情報ページへの情報
掲示時に、会員向けメールによる通知を開始。
・社内及びグループ内のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸの15年上期実績：情
報件数115件・商談実施54件・取引成立4件。
・渉外担当者向け研修（15回開催・受講者89名）・渉外次
長向け研修（4回開催・受講者78名）において各種機能及
び活用方法を周知。
・地銀が主体となり発足した「ＣＮＳ情報サイト」に掲載
される各種経営情報の営業店への還元（定期的に内容を更
新）。

（３）要注意先債権等の健全債権化
及び不良債権の新規発生防止のため
の体制整備強化並びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を
目的とした研修の実施

・地銀協主催の集合研修「中小企
業経営支援講座」に参加（3名予
定）。
・新設「法人渉外トレーニー」の
活用
・社内集合研修の実施
・通信講座の受講奨励

・地銀協研修
・通信講座の奨励（本部の融資関連
部門・法人渉外担当の社員を対象）
・「法人渉外トレーニー」制度の活
用

・地銀協研修
・通信講座の奨励（関
連本部、支店の融資
課・渉外課の人員を対
象）
・社内集合研修
・「法人渉外トレー
ニー」制度の活用

・地銀協集合研修「中小企業経営支援講座」の受講者（融
資部より3名）を決定。
・「法人渉外トレーニー制度」の内容を決定。

（５）「地域金融人材育成システム
開発プログラム」等への協力

・「経営交流会」の活動の継続的
な実施
・りそな総合研究所の主催する
「公開セミナー」「マネジメント
スクール」等を企業に紹介。

左記取組みの継続的な実施 同左 ・「経営交流会」活動実績：勉強会4回・講演会１6回・工
場・会社見学2回
・りそな総合研究所公開ｾﾐﾅｰ開催実績（経理・財務関
連）：11回・参加者209名

（別紙参照）

項　　　　　目 スケジュール

2 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解
消・再生の取組み。「早期事業再生
ガイドライン」の趣旨を踏まえた事
業再生への早期着手

・債務者の再建可否を早期に判断
し､適切な手法・スキームによる再
生支援にあたる。
・外部機関等とのネットワークを
強化し、企業再生のノウハウを蓄
積する。
・本部、営業店が一体となり、債
務者の意識改革を促す。

・法律事務所とアドバイザリー契約
締結
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・法律事務所とのアドバイザリー契約締結。（４月）
・私的整理や再生ファンド等の利用に向けて投資銀行ほか
の金融機関との協議を実施。

・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（２）地域の中小企業を対象とした
企業再生ファンドの組成の取組み

・「元気出せ大阪ファンド事業」
の立上げに積極的に関与する。
・民間の企業再生ファンドについ
ても調査研究する。

・スキームを適用する対象とする債
務者の選定、債務者との折衝
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・再生ファンドを運営する金融機関と協議を実施。
・「元気出せ大阪ファンド」の検討部会に参加。

・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（３）デット・エクイティ・スワッ
プ、DIPファイナンス等の活用

・早期事業再生への支援を決定し
た取引先に対する支援スキームの
一つとして対応する。
・実施に向けた法務面、会計面の
検討が必要。

・スキームを適用する対象とする債
務者の選定、債務者との折衝
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・再生ファンドを運営する金融機関と協議を実施。 ・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（４）「中小企業再生型信託スキー
ム」等、ＲＣＣ信託機能の活用

・早期事業再生への支援を決定し
た取引先に対する支援スキームの
一つとして対応する。

・スキームを適用する対象とする債
務者の選定、債務者との折衝
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・ＲＣＣ信託機能を利用したスキームの検討。
・ＲＣＣの信託部門との協議を実施。

・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（５）産業再生機構の活用 ・早期事業再生への支援を決定し
た取引先に対する支援スキームの
一つとして対応する。
・企業規模、地域経済への影響
度、再生の確度を多面的に検討
し、対象先を決定する。

・スキームを適用する対象とする債
務者の選定、債務者との折衝
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・㈱マツヤデンキが、本スキームを活用することを決定。
（15年9月）

・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（６）中小企業再生支援協議会への
協力とその機能の活用

・同協議会との連携強化、債務者
に対して同協議会の利用を提案。

・左記取組みの継続的な実施
・要管理先以下の主要な債務者を対
象に再生取組み先を選定し、それら
の先について再生活動に取組む。

同左 ・同協議会の機能を利用したスキームを検討。 ・「企業再生ＰＴ」
を融資部門内に組成
し、再生対象先の選
定基準作成や再生
ファンドの選定作業
等を行う。

（７）企業再生支援に関する人材
（ターンアラウンド・スペシャリス
ト）の育成を目的とした研修の実施

・地銀協主催の「企業再生実務講
座」に参加（2名予定）
・社内集合研修実施
・通信講座の受講奨励

・地銀協研修
・通信講座の奨励（本部の融資関連
部門・法人担当渉外の社員を対象）

・地銀協研修
・通信講座の奨励（支
店の融資課、渉外課担
当者を対象）
・社内集合研修

・地銀協「企業再生実務講座」の受講者を決定。（融資部
より2名）

・地銀協研修により
社内研修講師を育成
する。

項　　　　　目 スケジュール

3 （近畿大阪銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しな
い融資の促進等。第三者保証の利用
のあり方

・融資案件の検討時において、
「実質ＣＦに基づく返済能力の判
定」を徹底する。

・「実質ＣＦに基づく返済能力判定
表」の作成

・担保・保証に過度に
依存しない融資の定着
化を図る

・実態キャッシュフローに基づく返済能力の判定方法につ
いての検討。
・保証人、担保に係る行内与信規定の見直し案を作成。

・スコアリングモデル商品「リ
テール48（West）」の取扱いを開
始する。

・法人向けスコアリングモデル導入
・個人事業主向けスコアリングモデ
ル開発の継続
・法人向け販売開始

・個人事業主向けスコ
アリングモデル商品販
売開始
・法人新規先向けスコ
アリングモデル商品の
販売

・法人向けスコアリングモデル商品「リテール48
（west）」の導入を実施。（15年9月）　試行店舗におい
て 5,844百万円の実績。（9月中）
・平成15年下期より、「リテール48（west）」の目標残高
達成率を営業店の業績評価項目に追加。
・個人事業主向けスコアリングモデル商品を開発中。

（３）証券化等の取組み ・地元の自治体、りそなグループ
で取扱う商品に関して積極的に取
組む。

・第一回大阪市CLO並びに第一回大
阪府SBE私募債の販売開始。
・第二回大阪市CLOへの参加。
・第二回大阪府SBE私募債販売開
始。

・引き続き、りそなグ
ループで大阪府証券化
商品への参加を検討。
・引き続き、各自治体
の証券化商品へ参加す

・第一回大阪市CLO実績 1,313百万円。
・第一回大阪府SBE私募債実績 1,080百万円。
・第二回大阪市CLOについては、8月より募集を開始。
・第二回大阪府SBE私募債の販売決定（10月）。

（４）財務諸表の精度が相対的に高
い中小企業に対する融資プログラム
の整備

・インターネット等での申込みが
できる「ＴＫＣ戦略経営者ロー
ン」の導入を検討する。
・「ＴＫＣ金融保証ローン」につ
いて、ＴＫＣ会員税理士向け情宣

・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」導入
に向けた体制整備
・「ＴＫＣ金融保証ローン」推進方
法の改善

同左 ・ＴＫＣ近畿大阪会と情報交換会を実施し、今後の連携の
方向性について合意。
・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」等提携商品の導入検討。

（５）信用リスクデータベースの整
備・充実及びその活用

・地銀協の信用リスクデータベー
ス構築の進捗に併せて各種作業を
実施する。
・信用リスク管理の基礎となる
データ（信用格付、与信状況、保
全状況、延滞情報等）を一元管理
するシステムを個別に構築する。

・地銀協が主体となり、ｼｽﾃﾑの共同
開発を実施。
・当社固有のシステムの立上げ。

左記施策の継続的な実
施
地銀協共同システムの
本格稼動

・地銀協から各行宛にコンサルティング結果のアウトライ
ン、システム構成概要、今後の対応予定等について説明会
が行われた。
・当社固有の信用リスク管理の基礎データ構築に必要な
データの選定を行い、蓄積を開始している。

・「信用ﾘｽｸ定量化ｼｽﾃﾑ」を整備
活用し、適正な貸出金利の適用を
進める。
・信用格付の精度向上、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ率
等のﾃﾞｰﾀ整備。

・信用格付の精度を高める研修を実
施。
・行内のﾃﾞﾌｫﾙﾄ実績をｼｽﾃﾑに反映。
・地銀協の信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀをｼｽﾃﾑに反
映。

　 ・信用格付に関する研修を、融資担当役席ほかに対して実
施（上期は15年7月）

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（１）銀行法等に義務付けられた、
貸付契約、保証契約の内容等重要事
項に関する債務者への説明態勢の整
備

7月29日に公表された事務ガイドラ
インの一部改正への対応を通して
行内態勢を整備する。

・社内に検討会議を設置。
・社内態勢、実施スケジュールを定
め、適宜実施する。

左記施策の定着化を図
る。

・事務ガイドラインの一部改定を踏まえ、当社の態勢見直
しの準備作業を各部横断的に進めている。
・ガイドラインの項目毎に対応の方向性、スケジュールを
作成し、順次対応を進めている。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・支店役席者への研修
・「苦情対応連絡会（仮称）｣を設
け､対応の強化や再発防止策を検討
する。
・「地域金融円滑化会議｣における
意見交換や、銀行よろず相談所か
らの苦情例等の内容を社内研修に

・研修計画立案。
・内部監査による点検項目見直し
・「苦情対応連絡会（仮称）」の開
催
・支店役席者への研修
・臨店監査における苦情対応状況等
の点検強化

左記施策の継続的な実
施

・苦情対応連絡会の設置を決定。
・営業店から本部宛に報告された苦情の全件を、全営業店
宛に還元開始。（15年7月分より）

６．進捗状況の公表 ・りそなホールディングス広報部
が一元的に行う。

15年度上期の進捗状況を記者クラブ
宛資料配布により公表し、ホーム
ページにも掲載する。

同様に半期ごと公表す
る。

・15年度上期の進捗状況を、15年11月末を目処に公表の予
定。

項　　　　　目 スケジュール

4 （近畿大阪銀行）



【以下任意】

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化
（１）①適切な自己査定及び償却・
引当

・基準書やマニュアルの制定
・査定手法の見直し
・研修の実施（融資役席向け、二
次査定者向け等）

・「貸出条件緩和先事例集」の制定
・資産の自己査定基準改定
・階層別研修

自己査定マニュアル、
Ｑ＆Ａ、事例集の見直
し
自己査定手法の見直し

・「資産の自己査定マニュアル」を改訂
・「資産の自己査定Q＆A」「貸出条件緩和債権事例集」
を制定
・営業店融資役席、本部担当者への研修の実施

（１）②担保評価方法の合理性、処
分実績からみた評価精度に係る厳正
な検証

・処分実績のデータを蓄積する。
・評価の前提条件や今後の取引方
針に沿った評価額が反映されてい
るかを監査部署がチェックする。

・処分実績のデータ整備
・ゴルフ場等の特殊物件のデータ蓄
積
・処分実績の評価への反映
・担保評価に関する研修

左記施策の継続的な実
施

・処分実績のデータ整備
・ゴルフ場等の特殊物件の鑑定評価のチェックを実施
・処分実績の評価への反映

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上
（２）信用リスクデータの蓄積、債
務者区分と整合的な内部格付制度の
構築、金利設定のための内部基準の

・格付、債務者区分の定時・臨時
見直しを励行。

・6月末自己査定時点での「債務者区
分と信用格付の一致」。

営業店レベルでの信用
格付、債務者区分の精
緻化の実現

・自己査定による債務者区分と信用格付の時間的なずれを
是正するため、業容変化の発生時に両者を同時に見直すこ
ととした。

・適用金利に係る個社別取引方針
の明確化。

・営業店業績評価への「貸出目標金
利」の適用を反映。
・営業店還元資料の見直し。

・適正な適用金利確保
の定着化を図る。

・全部店長・渉外担当役席を対象に「貸出目標金利」に関
する説明会の実施。（4月）
・個社別取引方針、重点交渉先決定のための資料の制定、
還元。（4月）
・信用ｺｽﾄ控除後収益を織込んだ取引先別の収益管理資料
を還元。（6月制定）
・ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ改善状況の管理資料還元。（6月）
・貸出目標金利算出ﾂｰﾙの追加制定（7月）。
・本部の臨店により、個店別に指導を実施（臨店半期平均
約3回）３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示
（タイムリーディスクロージャーを
含む）のための体制整備等

・毎期の決算に基づく会社情報の
適時開示基準金額の確定時等に
は、速やかに行内で周知徹底し、
適時適切に対応する。

・具体的取組み策に基づき、都度、
適時開示規則その他法令の遵守につ
いて周知徹底する。

同左 ・株式公開銀行と同様の開示体制を維持するとともに、開
示規則等の遵守について周知徹底を図っている。

４．地域貢献に関する情報開示等
（１）地域貢献に関する情報開示 地銀協より公表されている「地域

貢献に関する情報開示の充実に向
けた取組み方針」の内容をふまえ
た開示を行う。
１．地域への信用供与の状況
２．地域の利用者への利便性提供
の状況
３．地域経済活性化への取組み状
況
４．その他（地域への各種支援活
動の状況）

15年度下期中に「地域貢献に関する
情報｣を開示する。

15年度の情報開示に対
する評価を踏まえ､16年
度上期中に開示を行
う。

・「地域貢献に関する情報」について、りそなホールディ
ングス広報部と連携のうえ公表する予定。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

項　　　　　目 スケジュール

5 （近畿大阪銀行）



（別紙）
Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

①要注意先・要管理先の集中管理を通じて再建可能先の早期発
見、再建支援活動の早期着手を行う。
②企業再建ノウハウを持つ金融機関等、外部専門家との協力・提
携関係を構築、強化し、具体化する。
③ローンレビュー制度とモニタリングにより債務者の現状把握と
状況変化を察知する。
④融資部の担当審査役が初期延滞先の管理を担当し、延滞のきわ
めて初期の段階から本部・営業店が一体となって営業店を指導・
管理しながら債務者の現況把握と債権の劣化防止に努める。

１５年度

①特定審査チーム、企業再建支援チームの体制変更
(4月)
②特定審査チームの審査役増強(4名→6名)（6月）
③ローンレビューの実施（15年4月）
④モニタリングの実施（15年8月）
⑤企業再生ノウハウを持つ金融機関との連携による
企業再建活動への着手(15年度上期)
⑥再建支援対象先に個社別の短期目標設定を行い、
企業再建支援チームの活動状況を経営宛に定期報告
する（3ヶ月毎）。
⑦自己査定を通じ、再建支援活動の結果をトレース
する。

１６年度 ○15年度と同様の取組みとする。

①特定審査チームで要注意先・要管理先の集中管理
を行う。
②企業再建支援チームで要注意先以下の債務者のう
ち再建が可能と考えられる先については企業再建支
援(財務体質の改善アドバイス等の経営改善支援、金
融機関としての支援)を行う。

進捗状況（１５年４月～９月）

（１）経営改善支援に関
する体制整備の状況（経
営改善支援の担当部署を
含む）

①特定審査チームと企業再建支援チームの体制変更
を行い（15年4月）、債務者区分遷移に伴う柔軟な
対応ができる体制とした。
②特定審査チームを人員増強(4名→6名、Ｈ.15年6月
に実施)
③弁護士事務所と企業再生に関する｢アドバイザ
リー契約｣を締結し(Ｈ.15年4月)、企業再生における
法務面の支援強化を図った。

（２）経営改善支援の取
組み状況（注）

①Ｈ.15年度上期は債務者毎に取引方針の見直しを行
い、当社の協力・支援により、債務者区分の良化が
可能と見込まれる先について、個社別にスキームの
検討を行い、債務者区分の上方遷移を試みた。
②Ｈ15年度下期においては、要管理先以下の債務者
について、その再建の方策について検討作業を行
う。
③Ｈ.15年度上期に、特定の債務者に対して外部の専
門機関を紹介、企業再生スキームの検討を含めて協
調関係を築いている。

（近畿大阪銀行）
（注）下記の項目を含む

具体的な取組み

スケジュール

備考（計画の詳細）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実
績公表

経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）



銀行名 　　　近畿大阪銀行

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった
先　γ

29,296先 1

うちその他要注意先 5,884先 74 7 51

うち要管理先 1,385先 45 2 32

破綻懸念先 1,404先 15 1 7

実質破綻先 1,414先 5 4

破綻先 615先 1 1

合　計 39,998先 141 10 95

（注） ・９月期末には、上期の実績を、３月期末については、下期の実績及び当該年度の実績を公表する。

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。

・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。

　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務
者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先

α

期初債務者数



株式会社　奈良銀行

全体的な進捗状況及びそれに対する評価

当社は地元への円滑な資金供給を目的に創業し、今日もその創業精神を基本方針として、

地元経済の発展に貢献してまいる方針です。

平成 15 年 9 月期に、当社は、自己資本比率が大幅に低下した結果、早期是正措置の対象

となり、現在、同措置に対する経営改善計画を役職員一丸となって進めているところです

が、地域金融機関にとって、地域経済の発展なくしては自らの発展も望めないとの認識の

下、当社自身の再生ならびに信頼回復のためにも、リレーションシップバンキングの機能

強化計画の着実な実行を通じ、地元の中小企業、事業者の再生や地域経済の活性化に取組

むことが重要と考えております。

15 年度上期においては、お取引先企業に対する支援機能の強化のため、担当者の外部研修

への参加や中小企業支援センター等との情報交換を実施し、10 月には、お取引先企業の再

生支援の取組みを強化するため、新たに「企業支援室」を設置しました。

また、15年 9月中間決算にて、りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財

務改革」を断行し、健全性確保と今後の収益体質強化に取組んでおります。

これらの取組みにより、全体として、本計画は当初計画どおり進捗しているものと考えて

おります。

今後も、研修拡充等を通じた担当者のレベルアップ、りそなグループの機能活用、外部機

関との連携等、本計画で予定している施策を通じて機能強化を図ってまいります。

【機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年 4 月～9月）】

１．中小企業金融再生に向けた取組

(1)創業・新事業支援機能等の強化

地域経済の活性化の為には、新規企業の創設や新事業の展開が重要で、これらに対す

る円滑な資金供給と金融サービス機能強化を図るため審査課員を増員、第二地銀協主

催の「目利き」研修の受講による審査能力のレベルアップ等を計画しておりますが、10

月 1 日 1 名増員を行なうと共に、第二地銀協主催で 9月 2日から実施された第一回「目

利き」研修に 1名参加致しました。

行内研修、通信教育の受講につきましては下期の開講を予定しております。

外部専門機関の活用については、中小企業支援ｾﾝﾀｰとの情報交換を中心におこなって

おり、その他日本政策投資銀行等との機能活用、そのための勉強会は下期以降充実を

図る予定をしております。

(2)経営相談、支援機能の強化

経営不振先に対するランクアップのための支援強化のため、10 月 1 日「企業支援室」



を 3 名体制で新設いたしました。また支援能力向上を図るため第二地銀協主催の第一

回「ランクアップ」研修に 1名参加致しました。

行内研修、通信教育の受講につきましては下期の開講を予定しております

取引先からのコンサルティング、情報提供ニーズに対しては、グループ会社「りそな

総合研究所」とビジネスマッチング業務に関する契約をおこない、12 月に研修会を実

施し、より一層これを活用出来る体制に致します。

(3)早期事業再生に向けた取組

要注意先や要管理先を中心に債務者企業の再生を目的の一つとして 10 月 1 日付で「企

業支援室」を 3 名体制で新設致しました。対象先 58 社を選定し実態把握、経営改善支

援に着手したところであります。

支援スキル向上のため第二地銀協主催の「企業支援者養成研修」に 1名参加したほか、

奈良県中小企業再生支援協議会の連携を図るべく下期にはいり、2 先の案件相談を行な

っております。

(4)顧客への説明態勢の整備、苦情・相談処理機能の強化

与信取引に係る重要事項の説明については、新事務手続きの周知徹底・マニュアルの

策定・研修により強化を図ることとし、7 月のシステム移行を通じ研修の実施を行なっ

てまいりました。下期には、説明ツールとしてのマニュアルの策定等と研修を通じさ

らに説明能力の向上を図ります。

相談・苦情処理については、下期に事例に基づく勉強会を予定しております。

２．健全性の確保、収益性向上に向けた取組

(1)資産査定、信用リスク管理の強化

資産健全化に向け、従来から厳格な自己査定に努めてまいりましたが、営業店別の研

修を 1 クール実施したほか、15 年 9 月自己査定マニュアルを改訂し、より厳格化いた

しました。（マニュアル改訂に伴う研修は実施済）

担保評価の厳正化につきましては、平成 13 年度以降の担保処分実績の蓄積と処分実績

からみた評価制度の検証を行い、この中間期は、鑑定評価書に基づく担保評価につい

て、処分実績に基づく厳正化を行いました。

当社の懸案である、「信用格付」の導入は下期に実行すべく準備中であり、現在は「債

務者区分判定制度」を運用中で、これによる金利適正化をはかっておりますが、｢信用

格付｣導入後は信用リスクを反映した金利体系を構築し適正金利の確保をはかります。

以　上



機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］

１．１５年４月から９月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

・当社は地元への円滑な資金のご提供を目的に創業し今日もその創業精神を基本方針として地元経済の発展に貢献してまいる方針です。

＜中小企業金融再生に向けた取組＞
・創業・新事業支援のため、平成15年10月1日審査課員を1名増員し、また、審査能力向上のため第二地銀協の第一回「目利き｣研修に1名参加いたしました。

・お取引先への重要事項の説明につきましては平成15年のシステム移行を契機に各種契約書類の双務契約方式等への改定を行い、またその事務手続き等の説明会を行いました。
下期には説明マニュアルの策定、社内研修を通じさらに説明能力の向上を図ります。

＜健全性の確保、収益性向上に向けた取組＞

・担保評価の厳正化につきましては15年3月期に破綻懸念先以下先の大部分について鑑定評価を取り入れるとともに、15年9月期は時点修正、処分実績に基づく厳正化を行いました。

・地域貢献に関する情報開示につきましては、りそなホールディングスと連携のうえ、より「お客様の分かりやすさ」を重点に開示してまいります。

・そのため「財務体質の健全化にむけ本計画の着実な実行を図ることで、地元経済の活性化、健全性の確保・収益力の向上を図るべく新たに「企業支援室」を設置し、
また「審査部審査課を増員するなどの組織改 革を行いました。

・当社はりそなグループの一員として、都市銀行レベルの商品、サービスのご提供が可能となりましたが、そのためにも社員個々のレベルアップが必要であり、本計画
で予定している研修等を通じてスキルアップをはかりつつあります。

・また、支援スキル向上を図るため、第二地銀協の第一回「ランクアップ」研修、「企業再生支援者養成研修」に各1名参加するとともに、下期以降2回目の同研修に参
加し支援スキルアップを図るとともに、下期には、社内研修、通信教育受講により、全社レベルの対応能力の向上を図ります。

・コンサルティング・情報提供ニーズに対応するため、グループ機能を活用を検討してまいりましたが、15年12月グループの「りそな総合研究所」とビジネスマッチン
グ業務に関する契約を締結し、その機能についての研修を行い、当社お取引先にグループ機能の一層の活用を図れる態勢といたします。

・経営不振先に対する取組として、平成15年10月1日「企業支援室」を3名体制で新設、対象先58先を選定し実態把握、経営改善支援に着手いたしました。今後、お取引
先の実態把握を通じ経営改善計画の策定支援や、奈良県中小企業再生支援協議会、外部専門家の活用もはかりお取引先の経営改善支援を行なってまいります。

・資産健全化に向け自己査定能力の向上を図るため、15年上期は営業店別研修を１クール実施したほか、15年9月「自己査定マニュアル」をより厳格に改定し説明会を
行いました。下期以降も継続的に自己査定研修を行い能力向上を図ります。

・当社の懸案である「信用格付」については、下期（12月メド）に導入すべく準備中です。現在は「債務者区分判定制度」を運用中でこれによる金利適正化を図ってお
りますが、信用格付導入は信用リスクを反映した金利体系を構築し適正金利の確保を図ります。

1 （奈良銀行）



２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・審査課課員の増員
・外部受講等による審
査能力の向上

・第二地銀協等の外
部研修の受講
・外部公的機関との
情報交換
・事前相談の活用し
営業店の相談に対応

15年度の成果を見て
スキルアップする

・15年10月1日付で審査部審査課に1
名増員
・第二地銀協の研修（事業再生研
修・ランクアップ研修・第一回目利
き研修）に各1名参加

・第二地銀協の「目利き」研修受講
・奈良県中小企業支援センター等のベンチャー企業
支援する機関等との情報交換

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を目的
とした研修の実施

・外部研修の受講と行
内研修の強化
・事前相談を活用した
ＯＪＴ

・第二地銀協の研修
参加
・事前相談の活用
・行内研修の実施

15年度の成果を見て
スキルアップする

・第二地銀協第一回目利き研修に審
査部から1名参加。・通信教育受講
は15年下期からを予定している。
・事前相談は1ヵ月数件である。

・第二地銀協の上級研修に審査課、企業支援室担当
者が参加
・第二地銀協の中級研修への営業店担当者の参加
・「目利き」研修受講者を講師とする行内研修
・通信教育の受講

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

奈良県中小企業支援セ
ンター等との情報交換

奈良県中小企業支援
センター等との情報
交換と情報の営業店
への還元

左記施策の継続実施

・現状随時本部法人担当が接触、15
年3月開催の第2回起業家マッチング
プラザに参加、参加者情報を営業店
に還元した。
・経営革新支援法認定企業一覧を入
手営業店に還元、本部帯同訪問等を
実施した（融資取り上げ1先、日本
経済新聞社主催のベンチャーエキス
ポ参加2社）

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小企
業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融資等連携
強化

・日本政策投資銀行が
計画中の「地域金融協
議会」へ参加
・中小公庫、商工中金
等との連携

・日本政策投資銀行
等の制度や機能の勉
強会実施
・日本政策投資銀行
等への取引先紹介

左記施策の継続実施

・関西地区での「地域金融機関協議
会」は立ち上げられていない。
・日本政策投資銀行のベンチャー融
資に関するリーフレット等を配布そ
の機能を営業店に紹介した。

（５）中小企業支援センターの活用

・情報交換の活発化
・本センター機能につ
いての行内研修の実施

・法人開拓専担者等
による連携の強化
・営業店への研修に
より本センターへの
取引先紹介が出来る
ようにする

左記施策の継続実施

・現状随時本部法人担当が接触、入
手情報により本支店帯同訪問を行な
い、現場でのＯＪＴを行なってい
る。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整
備

・グループの情報ネッ
トワークや情報交換機
能等の活用
・グループのビジネス
マッチング機能の活用

・グループのコンサ
ル機能等の営業店へ
の提供
・グループのビジネ
スマッティング機能
の活用

グループ機能活用に
ついての営業店研修
による活用促進

・平成15年１２月までにグループ会
社「りそな総研」とビジネスマッチ
ング業務に関する契約を締結し、12
月にコンサル機能等同社の機能を紹
介する研修を行う予定

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止の
ための体制整備強化並びに実績公表

項　　　　　目 スケジュール

（別紙参照）

2 （奈良銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度
（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 外部研修の受講と行内

研修の実施
・外部研修の受講
・行内研修による能
力向上

・第二地銀協の研修
受講による能力向上
・実地での支援活動
等による能力向上

・第二地銀協第一回「ランクアップ
研修」に参加（審査部1名）

第二地銀協「ランクアップ研修」受講

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 りそな総合研究所の機
能活用

研修を実施し、取引
先に紹介する

左記施策の継続実施 ・コンサルティング機能の活用面で
は上期1先の実績がある。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事業
再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

・「企業支援室」の新
設
・公的機関、外部専門
家との連携強化
・外部研修への参加に
よる知識・ノウハウ吸
収

・審査課担当の外部
研修参加
・営業店と連携した
業況改善・事業再生
への取り組み
・行内研修による能
力向上

・本部・営業店が一
体となった活動
・外部研修受講と行
内研修の実施
・営業店への事例還
元

・専担部署として「企業支援室」を
平成15年10月1日新設した。
・第二地銀協の事業再生支援者養成
研修に参加（審査部1名）

第二地銀協「事業再生支援者養成研修」に参加

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取組
み

・地域での再生ファン
ドがあれば参加検討
・再生ファンドの組
成・活用情報の収集

公的機関等を通じた
情報収集

左記施策の継続実施 奈良県での再生ファンド立ち上げの
予定は現時点ではない。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 情報収集と活用の可能
性を研究し、必要に応
じて対応する

事例等の情報収集を
行い、その活用可能
性を検討する

左記施策の継続実施 ・ＤＥＳ等に関する情報収集に努め
ているが活用実績はない。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 ・活用事例情報収集
・対象先があれば活用
を検討

・活用事例情報収集
・対象先があれば活
用を検討

左記施策の継続実施 ・活用事例の情報収集に努めている
が活用実績はない。

（５）産業再生機構の活用 活用情報の収集 活用情報の収集 ・活用情報の収集
・対象先があれば活
用検討

・活用実績はない。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 連携を強化し、取引先
への紹介・利用促進を
誘導する

・対象先の選定と利
用促進
・営業店への機能紹
介による利用推進

左記施策の継続実施 ・15年7月の発足、10月までに1社の
相談案件持ち込み、1社の事前相談
案件がある。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

・外部研修参加
・行内研修の実施
・外部専門家等との連
携を通じた能力の向上

・第二地銀協の研修
に参加
・支店長・融資課長
を対象とした行内研
修実施
・外部セミナー参加

左記施策の継続実施 第二地銀協｢企業再生支援者養成研
修」に１名参加、

第二地銀協「事業再生支援者養成研修」に参加

項　　　　　目 スケジュール

3 （奈良銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度
４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。第三者保証の
利用のあり方

・無担保商品の推進
・キャッシュフローを
重視した融資取組
・「スコアリングモデ
ル」商品の検討

・無担保商品の推進
・キャッシュフロー
重視の浸透

・無担保商品の推進
・キャッシュフロー
重視の浸透
・スコアリングモデ
ルの導入検討

・スコアリングモデル商品について
は、りそな銀行の取組状況を注視の
うえ連携申入れを検討する。
・実態Ｂ/S,P/Lによる返済能力の把
握、実質キャシュフロー重視の考え
方は債務者区分判定申請を通じ都度
指導している。

・現状ある無担保商品「ﾘｰｼﾞｮﾅる＜ならﾊﾞﾝｸ＞」の
推進

（３）証券化等の取組み 地方自治体やグループ
の商品に対し積極的に
取り組む

地方地自体の制度が
確定した時点で参加
を前向きに検討する

左記施策の継続実施 自治体等に制度創設の動きはない。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プログ
ラムの整備

TKC会員税理士との提
携による商品の検討

・TKCとの提携の可
能性の調査
・グループ行の取組
状況も参考とする

商品開発と推進

・ＴＫＣと具体的なコンタクトには
至っていない。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・信用リスク計量化に
向けた体制整備
・信用コストに見合っ
た適正金利の設定

・信用格付制度導入
に向けた準備作業
・信用格付制度に係
る営業店向け研修

信用格付を導入し、
信用リスクの計量化
を図る
・格付け別スプレッ
ド設定による貸出金
利の適正化

・15年12月をメドに信用格付を導入
すべく準備中、前提となる財務格付
は12月初旬に導入する。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等重
要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・新事務手続きに係る
研修
・説明ツール、マニュ
アル整備

・新銀行取引約定書
の切り替えと行内説
明会（実施済み）
・保証契約に係る研
修計画の立案
・説明用ツール・マ
ニュアル作成
・上記に係る研修

行内研修の継続実施
・7月のシステム移行に伴い銀行取
引約定書を差入方式から双務契約方
式に変更、また、保証契約は銀行取
引約定書に拠らず、保証形態による
別冊受入れを基本とする様式に変更
した。さらに、ローン関係契約書を
複写方式に変更、保証意思確認も
「どのように説明し」「理解を獲ら
れたか」を記入するように改め、こ
うした新事務取扱導入の説明会を実
施した。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・事務・営業指導の強
化
・関係部の連携強化
・営業店に対する研修
の強化

・OJTを含めた事務
研修の継続実施
・研修計画の立案
・事例に基づく研修
・営業店での店内研
修強化

左記施策の継続実施

・研修実施準備中である。

・本部関係部の連携強化による再発防止策の検討
・営業店役席に対する事例に基づく研修の実施

６．進捗状況の公表 ・各項目毎に進捗状況
を取り纏め、りそな
ホールディングスと連
携の上公表。

・15年度下期より公
表。

・同左。

・公表に向け、各項目毎の進捗状況
のフォロー・取り纏めを実施済

項　　　　　目 スケジュール

4 （奈良銀行）



【以下任意】

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備　　　考　（計画の詳細）

１５年度 １６年度
Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ・マニュアル、Ｑ&A等
による研修の継続実施
・関連諸規定の見直し
・関連データ－による
研修

・自己査定研修の実
施
・関連規程の見直
し・整備
・自己査定Q&Aの見
直し・整備

・関連規定の見直
し・整備
・自己査定Q&Aの見
直し・整備

・自己査定研修の実施（営業店毎に
別紙により実施）
・15年9月自己査定マニュアルの一
部改定、説明会の実施
・自己査定Ｑ＆Ａは半期毎に5～6項
目を整備し研修時の教材に利用して
いる

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に係る
厳正な検証

・処分データ－の蓄積
・鑑定評価の拡大

・より精緻な処分実
績データ－の蓄積と
整備
・処分実績の担保評
価への反映と検証
・評価基準の見直し
と研修

左記施策の継続実施 ・15年3月期より破綻懸念先以下の
大部分の不動産担保について鑑定評
価を採用し15年9月中間期は時点修
正を採用した｡
・また処分実績の反映では鑑定評価
に係る処分実績は少ないものの実績
を反映した評価方法を採用した｡

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付制
度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・個社別取引方針を明
確化し、金利適正化を
図る
・信用格付けを導入
し、ベース金利の精緻
化を図る

・貸出ベース金利の
確保による金利適正
化
・貸出ベース金利へ
の移行情報の営業店
への還元

・個社別取引方針の
精緻化
・貸出ベース金利の
定着
・信用格付け導入に
よるベース金利の精
緻化と定着

・個社別取引方針は一部について明
確にするとともに、下期にはさらに
具体的交渉経緯も踏まえた取引方針
の明確化をはかる。
・貸出ベースレートへの移行の進捗
状況情報を営業店に四半期毎の集計
を還元

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディスクロー
ジャーを含む）のための体制整備等

・現行の体制を維持す
るとともに、毎期の決
算に基づく「東京証券
取引所 会社情報の適時
開示基準金額」確定時
や、適時開示規則その
他法令の改定時には、
速やかに銀行内で周知
徹底し、適時適切に対
応する体制を整備。

・適時開示規則その
他法令の遵守につい
て周知徹底。

・同左。 株式公開銀行と同様の開示体制を維
持するとともに開示規則等の遵守に
ついて、周知徹底を図っている。

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・15年度上期中に具体
的開示項目、方法等に
ついて検討、15年度下
期以降、「地域貢献に
関する情報」として開
示。
・地域の反応等の検
証、開示項目等への反
映。

・具体的開示項目、
方法の検討、「地域
貢献に関する情報」
開示の実施。

・15年度下期開示の
地域の反応等の検
証、開示項目等への
反映及び15年度決算
に基づく情報開示の
実施。

「地域貢献に関する情報」につい
て、りそなホールディングスと連携
の上、ホームページ等を通じて開示
していく。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

項　　　　　目 スケジュール

5 （奈良銀行）



（別紙）

Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・企業支援室は地元中零細企業を対象として、債務者毎の実態把握
を行い企業再生し債務者区分の良化をおこなう
・１５年３月期の要注意・要管理先のうち５７先について具体的な
対象先の選定を行い、企業支援室・営業店連携により債務者の現状
把握を行う
・延滞初期の段階から審査部監理課は営業店と帯同するなどし本部
支店一体となって債務者の現況把握・管理にあたり債権の劣化防止
につとめる

１５年度

・対象先を選定し債務者の実態把握に着手・債務者区分の良化のた
めに債務者毎の支援活動の目標設定を行う
・改善目標に対するモニタリングの実施（債務者企業への実訪等）
・必要に応じ外部専門家との連携を図る
・企業支援室の活動状況の担当役員への定期的報告を行い、また毎
年９月・３月の自己査定毎に対象先の見直しを行う
・延滞初期の段階から審査部監理課は営業店と帯同するなどし本部
支店一体となって債務者の現況把握・管理にあたり債権の劣化防止
につとめる

１６年度

・対象先を見直し債務者の実態把握に着手・債務者区分の良化のた
めに債務者毎の支援活動の目標設定を行う
・改善目標に対するモニタリングの実施（債務者企業への実訪等）
・必要に応じ外部専門家との連携を図る
・企業支援室の活動状況の担当役員への定期的報告を行い、また毎
年９月・３月の自己査定毎に対象先の見直しを行う
・延滞初期の段階から審査部監理課は営業店と帯同するなどし本部
支店一体となって債務者の現況把握・管理にあたり債権の劣化防止
につとめる

進捗状況（１５年４月～９月）

（１）経営改善支援に
関する体制整備の状況
（経営改善支援の担当
部署を含む）

・15年10月１日「企業支援室」を3名体制で発足。
・審査部審査課員を１名増員し、支援室業務をフォローできる態勢
とした。

（２）経営改善支援の
取組み状況（注）

・債務者の実態把握を行い、問題点を把握する
・経営改善計画の策定依頼および策定支援・債務者企業へのヒヤリ
ング、公的金融機関の利用提案、交渉支援等の活動を行ないつつあ
り、また、奈良県中小企業再生支援協議会との相談提案など、企業
経営者の債権計画策定の参考となる公的機関、専門機関の紹介など
をおこないつつある。
・支援室活動は、まだ緒についたところで具体的な改善事例はない
が、取引先企業の相談窓口の増加にもなり総じて前向きな評価を頂
いていると感じている。
・当行のお取引先は単独の事業を営んでおられる方が多く、経営改
善はいきおい縮小均衡の方向を考えがちだが、自社の強み（例えば
技術力）を武器に「攻め」の考え方も必要であり、その際、最重要
な「収益性」をあらゆる角度からもっと検討する必要があるので
は、と考えている。

（奈良銀行）
（注）下記の項目を含む
経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実
績公表

具体的な取組み

スケジュール

備考（計画の詳細）



銀行名 奈良銀行

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった
先　γ

うちその他要注意先 198 32 4 25

うち要管理先 59 16 1 12

破綻懸念先 72 10 3 5

実質破綻先 48 0 0 0

破綻先 36 0 0 0

合　計 2,090 58 8 42

（注） ・９月期末には、上期の実績を、３月期末については、下期の実績及び当該年度の実績を公表する。

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。

・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。

　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務
者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先

α

期初債務者数

1,677 0 0


